
指定第１号事業者のための運営の手引き
介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防訪問介護相当サービス

この手引きは作成時点でまとめていますが、今後変更も予想されますので、常に

最新情報を入手するようにしてください。

令和３年 10 月
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Ⅰ 基準の性格

１ 基 準の 制 定

● 介 護予 防・ 日常生活支援総合 事 業に お け る 第１号事 業の 人 員 、 設備、 運営に 関す る 基 準に つ い て は

介 護保 険法施行規則 （平成 11年厚 生省令 第 36 号）第 140 条の 63 の ６に お い て 市町村が 定 め る と さ

れ て い ま す 。 横須賀市で は 平成 28年１月か ら 第１号事 業に お け る 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ ス及

び 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スを 開始 す る に あ た り 、 次の と お り 基 準を 定 め て い ま す 。

【 介 護予 防・ 日常生活支援総合 事 業に お け る 第１号事 業に 関す る 基 準】

○ 横須賀市介 護予 防・ 日常生活支援総合 事 業の 人 員 等に 関す る 基 準

（以 下「 基 準」 と い う 。）

（参 考）厚 生労 働 大 臣が 定 め る 基 準等

〇 介 護保 険法施行規則 第 140 条の 63 の ２第１項第 1 号に 規定 す る 厚 生労 働 大 臣が 定 め る 基 準（令 和 ３

年厚 生労 働 省告 示第 72号）

〇 介 護保 険法施行規則 第 140条の 63 の ２第１項第 1号に 規定 す る 厚 生労 働 大 臣が 定 め る 基 準の 制 定 に

伴 う 実施上の 留意事 項に つ い て

基 準の 掲載場 所

○ 横須賀市ホー ムペー ジ （https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/index.html）

→ 健康・ 福祉・ 教育→ 年金・ 保 険 → 高齢者福祉・ 介 護保 険 → 介 護予 防・ 日常生活支援総合 事 業

→ 事 業者へ の お 知ら せ → 要綱・ 基 準・ 通知（指定 申請・ 届出関係 ）
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Ⅱ 人員基準について

（１）管理者 〈 基 準第６条〉

（２）サ ー ビ ス提供 責任 者 〈 基 準第５条第２項第５項〉

（３）訪問介 護員 〈 基 準第５条第１項〉

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（４） 第１号訪問事 業と 指定 訪問介 護と の 一体 的運営等に つ い て

〈 基 準第５条第２項第６項、 第７第２項〉

指定 訪問介 護事 業と 第１号訪問事 業（介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スに 限る 、 以 下同 じ ）を 同 じ 事 業

所で 一体 的に 運営し て い る 場 合 に つ い て は 、第１号訪問事 業の 基 準を 満た し て い れ ば 、指定 訪問介 護の

基 準を 満た し て い る こ と と み な さ れ ま す 。

例 え ば 、 第１号訪問事 業に お い て は 、 訪問介 護員 等を 常勤換算方法で 2.5 人 以 上配置し な け れ ば な

ら な い と さ れ て い ま す が 、 同 じ 事 業所で 指定 訪問介 護と 第１号訪問事 業を 一体 的に 運営し て い る 場 合

に つ い て は 、 合 わ せ て 常勤換算方法で ５人 以 上を 置か な け れ ば な ら な い と い う 趣旨で は な く 、常勤換算

方法で 2.5 人 以 上配置し て い る こ と で 、指定 居宅サ ー ビ スに 該当す る 訪問介 護も 、第１号訪問事 業も 、

双方の 基 準を 満た す こ と と な り ま す 。

Ⅲ 設備基準について

（１）設備及 び 備品 〈 基 準第７条〉

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

Ⅳ 運営基準について

１ サ ー ビ ス開始 の 前 に

（１）内 容及 び 手続の 説明及 び 同 意 〈 基 準第８条〉

（２）提供 拒否 の 禁止 〈 基 準第９条〉

（３）サ ー ビ ス提供 困難時の 対応 〈 基 準第 10条〉

（４）受 給資格等の 確認 〈 基 準第 11条〉

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。
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（５）要支援認定 等の 申請に 係 る 援助 〈 基 準第 12 条〉

（４）で 要支援認定 の 申請等を 受 け て い な い 者か ら 利 用申込が あ っ た 場 合 に は 、 要支援認定 の 申請等

が 既に 行わ れ て い る か ど う か を 確認し 、申請等が 行わ れ て い な い 場 合 は 、当該利 用申込者の 意思を 踏ま

え て 速や か に 当該申請等が 行わ れ る よ う 必要な 援助を 行わ な け れ ば な り ま せ ん 。

２ サ ー ビ ス開始 に 当た っ て

（６）心身の 状況等の 把握 〈 基 準第 13 条〉

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（７）地域包 括支援セン ター 等と の 連携 〈 基 準第 14条〉

サ ー ビ スを 提供 す る に 当た っ て は 、 地域包 括支援セン ター 等そ の 他 保 健医療サ ー ビ ス又は 福祉サ ー

ビ スを 提供 す る 者と の 密接な 連携に 努 め な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 、 サ ー ビ スの 提供 の 終了 に 当た っ て

は 、 利 用者又は そ の 家族に 対し て 適切 な 指導を 行う と と も に 、当該利 用者に 係 る 地域包 括支援セン ター

等に 対す る 情報 の 提供 及 び 保 健医療サ ー ビ ス又は 福祉サ ー ビ スを 提供 す る 者と の 密接な 連携に 努 め な

け れ ば な り ま せ ん 。

（８）介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画に 沿っ た サ ー ビ スの 提供 〈 基 準第 16 条〉

地域包 括支援セン ター 等が 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画を 作 成し て い る 場 合 に は 当該計画に 沿っ た

介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スを 提供 し な け れ ば な り ま せ ん 。

【 ポイ ン ト】

介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画に 基 づ か な い 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スに つ い て は 、 原 則 と し て

第１号事 業支給費を 算定 す る こ と が で き ま せ ん 。

（９）介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画書等の 変 更の 援助 〈 基 準第 17条〉

利 用者が 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画の 変 更を 希望す る 場 合 は 、 地域包 括支援セン ター 等へ の 連絡

等を 行わ な け れ ば な り ま せ ん 。

（６）～（９）の 【 ポイ ン ト】

（６）～（９）ま で は 、 他 の サ ー ビ ス事 業者、 特に 地域包 括支援セン ター と の 密接な 連携が 必要と

な り ま す 。
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３ サ ー ビ ス提供 時及 び サ ー ビ ス提供 後

（10）身分を 証す る 書類の 携行 〈 基 準第 18 条〉

（11）サ ー ビ スの 提供 の 記録 〈 基 準第 19条〉

（12）利 用料等の 受 領 〈 基 準第 20 条〉

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

４ サ ー ビ ス提供 に お け る 注意点

（13）介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スの 基 本取 扱方針 〈 基 準第 38条〉

・ サ ー ビ スを 提供 す る に 当た っ て 、 利 用者の 介 護予 防に 資す る よ う 、 そ の 目標を 設定 し 、 計画的に

行わ な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 、 利 用者が で き る 限り 要介 護状態に な ら な い で 自立し た 日常生活を

営む こ と が で き る よ う 支援す る こ と を 目的と し な け れ ば な ら な い こ と を 常に 意識し て サ ー ビ スの

提供 に 努 め な け れ ば な り ま せ ん 。

・ 指定 第１号訪問事 業者は 、 利 用者が そ の 有す る 能力 を 最大 限活用で き る よ う な 方法に よ る サ ー

ビ スの 提供 に 努 め な け れ ば な り ま せ ん 。

・ ま た 、 利 用者と の コ ミュニケ ー シ ョン を 十 分に 図る こ と そ の 他 の 様々 な 方法に よ り 、 利 用者が 主

体 的に 事 業に 参 加 す る よ う 適切 な 働 き か け に 努 め な け れ ば な り ま せ ん 。

・ 自ら そ の 提供 す る 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スの 質の 評価 を 行い 、 常に そ の 改善を 図ら な け

れ ば な り ま せ ん 。

（14）介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スの 具 体 的取 扱方針 〈 基 準第 39 条第６～８号〉

介 護予 防訪問介 護計画に 基 づ き 、 利 用者が 日常生活を 営む の に 必要な 支援を 行い ま す 。

介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スの 提供 に 当た っ て は 、 懇切 丁寧 を 旨と し て 、 利 用者又は そ の 家族に

対し 、 サ ー ビ スの 提供 方法等に つ い て 、 理解し や す い よ う に 説明を 行わ な け れ ば な り ま せ ん 。

介 護技術の 進歩に 対応し 、 適切 な 介 護技術を も っ て 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スの 提供 を 行わ な

け れ ば な り ま せ ん 。

（13）、（14）の 【 ポイ ン ト】

ア 介 護予 防の 十 分な 効 果を 高め る た め に は 、 利 用者の 主体 的な 取 組み が 不可 欠で す 。 サ ー ビ スの

提供 に 当た っ て は 、 利 用者の 意欲が 高ま る よ う な コ ミュニケ ー シ ョン の 取 り 方を は じ め 、 さ ま ざ

ま な 工夫 と 働 き か け が 必要で す 。

イ 利 用者が で き な い こ と を 単 に 補う 形で の サ ー ビ ス提供 は 、 か え っ て 利 用者の 生活機能の 低 下

を 引き 起こ し 、 サ ー ビ スへ の 依 存を う み 出し て い る 場 合 が あ る と の 指摘を 踏ま え 、「 利 用者の 自

立の 可 能性を 最大 限引き 出す 支援を 行う 」 こ と が 基 本で す 。 利 用者の 「 で き る 能力 」 を 阻害す る

不適切 な サ ー ビ ス提供 を し な い よ う な 配慮が 必要で す 。

ウ 介 護予 防訪問介 護計画に 定 め る 目標達成の 度合 い や 利 用者及 び そ の 家族の 満足度等に つ い て

常に 評価 を 行い 、 改善を 図ら な け れ ば な り ま せ ん 。
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エ 訪問介 護員 に 対し て 介 護技術等の 研修 を 計画し 、 実施し な け れ ば な り ま せ ん 。

（15）介 護予 防訪問介 護計画の 作 成 〈 基 準第 39条第１～５、 ９～12 号〉

・ 主治医又は 歯科医師か ら の 情報 伝 達や サ ー ビ ス担当者会 議を 通じ る 等し て 、 利 用者の 心身の 状

況、 そ の 置か れ て い る 環境 等利 用者の 日常生活全 般の 状況の 的確な 把握を し ま す 。

・ サ ー ビ ス提供 責任 者は 、 利 用者の 日常生活全 般の 状況及 び 希望を 踏ま え て 、 介 護予 防訪問介 護相

当サ ー ビ スの 目標、 当該目標を 達成す る た め の 具 体 的な サ ー ビ ス内 容等を 記載し た 介 護予 防訪問

介 護計画を 作 成し て く だ さ い 。

・ 介 護予 防訪問介 護計画は 、 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画が 作 成さ れ て い る 場 合 は 、 当該計画の 内

容に 沿っ て 作 成し て く だ さ い 。

・ サ ー ビ ス提供 責任 者は 、 介 護予 防訪問介 護計画の 原 案を 作 成し た 際に は 、 利 用者又は そ の 家族に

そ の 内 容を 説明し 、 同 意を 得な け れ ば な り ま せ ん 。

・ サ ー ビ ス提供 責任 者は 、決定 し た 介 護予 防訪問介 護計画を 利 用者に 交 付 し な け れ ば な り ま せ ん 。

・ サ ー ビ ス提供 責任 者は 、 サ ー ビ ス提供 の 開始 時か ら 、 少な く と も １月に １回は 、 当該介 護予 防訪

問介 護計画に 係 る 利 用者の 状態、 サ ー ビ スの 提供 状況等に つ い て 、地域包 括支援セン ター 等に 報 告

し な け れ ば な り ま せ ん 。

・ サ ー ビ ス提供 責任 者は 、 介 護予 防訪問介 護計画に 記載し た サ ー ビ スの 提供 を 行う 期間が 終了 す

る ま で に 、 少な く と も １回は 、 当該介 護予 防訪問介 護計画の 実施状況の 把握（「 モニタリン グ 」）を

行っ て く だ さ い 。

・ サ ー ビ ス提供 責任 者は 、 モニタリン グ の 結果を 記録し 、 地域包 括支援セン ター 等に 報 告 し な け れ

ば な り ま せ ん 。 ま た 、 モニタリン グ の 結果を 踏ま え 、 必要に 応じ て 介 護予 防訪問介 護計画の 変 更を

行っ て く だ さ い 。

・ 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画を 作 成し た 地域包 括支援セン ター 等か ら 介 護予 防訪問介 護計画の

提供 の 求め が あ っ た 際に は 、 当該介 護予 防訪問介 護計画を 提供 す る こ と に 協力 す る よ う 努 め て く

だ さ い 。

※ 介 護予 防訪問介 護計画の 作 成に つ い て は 、 Ｐ15「 ア セスメン ト・ 介 護予 防訪問介 護計画の 作 成・ モ

ニタリン グ 」 を 参 考に し て く だ さ い 。

【 ポイ ン ト】

・ 利 用者と の 合 意に よ っ て 作 成さ れ た 介 護予 防訪問介 護計画書が 、訪問介 護員 等に 対す る サ ー ビ

ス内 容の 「 指示書」 と し て の 意味 も 持ち ま す 。

・ サ ー ビ スの 区 分・ 内 容（入 浴介 助、 排泄介 助等）と そ れ に 必要な 標準的な 時間、 介 護上の 注意

点等を 記載し て く だ さ い 。

（た だ し 、 利 用者の 状況に よ っ て は 、 介 護予 防訪問介 護計画書に 加 え て 、 詳細な 指示書を 訪問介 護

員 等に 渡す 配慮が 必要な 場 合 も あ り ま す 。）

・ 介 護予 防訪問介 護計画書を 作 成し な い ま ま サ ー ビ スを 提供 し た 場 合 、第１号事 業支給費を 算定

す る こ と は で き ま せ ん 。
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（16）介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ ス提供 に 当た っ て の 留意点 〈 基 準第 40 条〉

・ 介 護予 防の 効 果を 高め る た め 、 指定 第１号訪問事 業者は 、 サ ー ビ スの 提供 に 当た り 、 介 護予 防に お

け る ア セスメン トに お い て 把握さ れ た 課題、 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スの 提供 に よ る 当該課題

に 係 る 改善状況等を 踏ま え つ つ 、 効 率的か つ 柔軟な サ ー ビ ス提供 に 努 め な め れ ば な り ま せ ん 。

・ 自立支援の 観点か ら 、利 用者が 、可 能な 限り 、自ら 家事 を 行う こ と が で き る よ う 配慮す る と と も に 、

利 用者の 家族、地域の 住 民に よ る 自主的な 取 組等に よ る 支援、 他 の 福祉サ ー ビ スの 利 用の 可 能性に つ

い て も 考慮し な け れ ば な り ま せ ん 。

（17）同 居家族に 対す る サ ー ビ ス提供 の 禁止 〈 基 準第 21条〉

（18）利 用者に 関す る 市町村へ の 通知 〈 基 準第 22 条〉

（19）緊急時等の 対応 〈 基 準第 23 条〉

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

６ 事 業運営

（20）管理者の 責務 〈 基 準第 24条第１、 ２項〉

（21）サ ー ビ ス提供 責任 者の 責務 〈 基 準第 24条第３項〉

（22）運営規程 〈 基 準第 25条〉

（23）介 護等の 総合 的な 提供 〈 基 準第 26 条〉

（24）勤務体 制 の 確保 等 〈 基 準第 27条〉

（25）業務継続計画の 策定 等 〈 基 準第 27条の ２〉

（26）衛生管理等 〈 基 準第 28 条〉

（27）掲示 〈 基 準第 29条〉

（28）秘密保 持等 〈 基 準第 30 条〉

（29）広告 〈 基 準第 31 条〉

（30）不当な 働 き か け の 禁止 〈 基 準第 31条の ２〉

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（31）地域包 括支援セン ター 等に 対す る 利 益供 与の 禁止 〈 基 準第 32 条〉

地域包 括支援セン ター 等に よ る 第１号訪問事 業者等の 紹介 が 公 正中立に 行わ れ る よ う 、 地域包 括支

援セン ター 等又は そ の 従業者に 対し 、 要支援者等被保 険者に 対し て 当該事 業所を 紹介 す る こ と の 対償

と し て 、 金品 そ の 他 の 財産上の 利 益を 供 与す る こ と は 禁じ ら れ て い ま す 。
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（32）苦情処理 〈 基 準第 33条〉

（33）地域と の 連携 〈 基 準第 34条〉

（34）事 故発生時の 対応 〈 基 準第 35条〉

（35）虐待の 防止 〈 基 準第 35 条の ２〉

（36）会 計の 区 分 〈 基 準第 36 条〉

（37）記録の 整備 〈 基 準第 37 条〉

（38）電磁的記録等 〈 基 準第 60条〉

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（38）共生型介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スの 基 準 〈 基 準第 40 条の ２〉

障害福祉サ ー ビ ス事 業者で あ る 指定 居宅介 護事 業者及 び 重度訪問介 護の 事 業を 行う 者が 、 共生型介

護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スを 実施す る た め に 、 満た す べ き 事 業は 次の と お り で す 。

・ 利 用者数を 指定 居宅介 護事 業所等、 指定 訪問介 護及 び 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スの 利 用者の

合 計数と し た 場 合 に お い て 、 従業員 数が 、 指定 居宅介 護支援事 業所等と し て 必要と さ れ る 数以 上で

あ る こ と 。

・ 適切 な サ ー ビ スを 提供 す る た め 、 指定 訪問介 護事 業所そ の 他 の 関係 機関か ら 必要な 技術的支援を

受 け て い る こ と 。

・ 共生型訪問介 護を 提供 す る 訪問介 護事 業者と し て の 指定 を 受 け て い る こ と 。
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Ⅴ 第１号事業支給費請求上の注意点について

（１）１回あたりの回数制

介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スに つ い て は 、 訪問介 護に お け る 「 身体 介 護中心型」 及 び 「 生活援助中

心型」 の 区 分は 一本化さ れ て い ま す 。 た だ し 、 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スに お い て は 、 通院等乗 降

介 助は 算定 し な い こ と と し 、通院等乗 降介 助以 外 の サ ー ビ スの 範囲に つ い て は 、訪問介 護と 同 じ 扱い と

な り ま す 。

【 区 分と 単 位 数】

区 分 対象 単 位

週に １回程度 事 業対象者・ 要支援１・ ２
268 単 位 /回

月５回以 上の 場 合 1,176 単 位 /月

週に ２回程度 事 業対象者・ 要支援１・ ２
272 単 位 /回

月９回以 上の 場 合 2,349 単 位 /月

週に ３回以 上 事 業対象者・ 要支援２
287 単 位 /回

月 13 回以 上の 場 合 3,727 単 位 /月

○ 区 分（１週間の サ ー ビ ス利 用回数）の 設定

あ ら か じ め 適切 な ア セスメン トに よ り 作 成さ れ た 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画を も と に 、 サ ー ビ ス

担当者会 議等に よ っ て 得ら れ た 専門的見地か ら 勘 案し て 、 標準的に 想定 さ れ る １週間あ た り の サ ー

ビ ス提供 頻度に 基 づ き 、 各 区 分を 位 置付 け て く だ さ い 。

利 用者の 状態に よ り 、 当初 の 区 分に お い て 想定 し て い た サ ー ビ ス提供 頻度に 変 動 が あ っ た と し て

も 、 月途中で の 区 分の 変 更は 必要あ り ま せ ん 。 翌月以 降、 利 用者の 状態に 応じ た 介 護予 防サ ー ビ ス・

支援計画の 変 更が 必要で あ る か を 検討し て く だ さ い 。

（例 １）要支援１の 利 用者に 、 週１回の サ ー ビ ス提供 を 予 定 し て い た が 、 状態の 悪化に 伴 い １カ 月８回

サ ー ビ スを 提供 し た 。

→ 「 週１回程度」 の 利 用者と し て 、 １，１７６単 位 （５回以 上の た め ）

（例 ２）要支援１の 利 用者に 、 週２回の サ ー ビ ス提供 を 予 定 し て い た が 、 状態の 改善に 伴 い １カ 月４回

サ ー ビ スを 提供 し た 。

→ 「 週２回程度」 の 利 用者と し て 、 ２７２単 位 × ４回

○ １回あ た り の サ ー ビ ス提供 時間（所要時間）

地域包 括支援セン ター 等が 利 用者の 心身の 状況、 そ の 置か れ て い る 環境 、希望等を 勘 案し て 行う 介

護予 防ケ ア マネジ メン トを 踏ま え 、 事 業者と 利 用者の 契 約に よ り 、 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画に お

い て 設定 さ れ た 目標の 達成状況に 応じ て 必要な 程度の 時間を 設定 し て 、 指定 事 業者が 作 成す る 介 護

予 防計画に 位 置付 け て く だ さ い 。
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○ 報 酬の 算定

区 分は 当初 の 計画時に 設定 し た 区 分を 用い 、 利 用回数は サ ー ビ ス提供 実績に 基 づ い て 算定 し ま す 。

上限に 至っ た 場 合 は 、 １月あ た り の 包 括単 位 に よ り 算定 し ま す 。

（例 １）週に １回程度の 利 用者に 対し 、 １ケ 月に ４回サ ー ビ スを 提供 し た 。

→ ２６８単 位 × ４回

（例 ２）週に １回程度の 利 用者に 対し 、 １ケ 月に ５回サ ー ビ スを 提供 し た 。

→ １,１７６単 位

（例 ３）週に ２回程度の 利 用者に 対し 、 １ケ 月に ９回の 提供 を 予 定 し て い た が 、 利 用者が 体 調を 崩し ４

回の サ ー ビ ス提供 と な っ た 。

→ ２７２単 位 × ４回

【 日割 り 計算に つ い て 】

（１）サ ー ビ ス提供 回数に よ る 算定

月の 途中で 上記の 事 業開始 や 区 分変 更な ど の 事 由が 生じ た と し て も 、 １回あ た り 単 位 を 使 用

す る 場 合 は 、 日割 り 計算に は な り ま せ ん 。

【例】事 業開始 に よ り 、 ８月２日に 契 約を 締結し 、 週１回程度の 利 用者に 、 訪問型サ ー ビ スを

４回（８月 10日、 17 日、 24 日、 31 日）提供 し た 場 合

週１回程度１回あ た り 単 位 の 268 単 位 を 使 用

２６８単 位 × ４回＝１，０７２単 位

（２）日割 り に よ る 算定

月の 途中で 上記の 事 業開始 や 区 分変 更な ど の 事 由が 生じ 、 ひ と 月の サ ー ビ ス提供 回数が 一定

の 回数を 超え 、 月あ た り の 包 括単 位 の 対象と な る 場 合 に は 、 日割 り 計算に な り ま す 。

【例】事 業開始 に よ り 、 ８月２日に 契 約を 締結し 、 週１回程度の 利 用者に 、 訪問型サ ー ビ スを ５

回（８月３日、 10 日、 17 日、 24 日、 31 日）提供 し た 場 合

週１回程度の 月の 包 括単 位 （1,176 単 位 ）に 該当。 日割 り の 単 位 で あ る 39 単 位 を 使 用

３９単 位 × ３０日＝１，１７０単 位

＜日割 り の 対象と な る 場 合 の 事 由と 起算日＞

・ 日割 り の 算定 方法に つ い て は 、 実際に 利 用し た 日数に か か わ ら ず 、 サ ー ビ ス算定 対象期間（※ ）に

応じ た 日数に よ る 日割 り と す る 。 具 体 的に は 、 用意さ れ た 日額の サ ー ビ スコ ー ドの 単 位 数に 、 サ ー ビ

ス算定 対象日数を 乗 じ て 単 位 数を 算定 す る 。

※ サ ー ビ ス算定 対象期間：月の 途中に 開始 し た 場 合 は 、 起算日か ら 月末ま で の 期間

月の 途中に 修 了 し た 場 合 は 、 月初 か ら 起算日ま で の 期間
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対象サ ー ビ ス 月途中の 事 由 起算日※

第１号事 業

・ 介 護予 防訪問介

護相当サ ー ビ ス

・ 介 護予 防通所介

護相当サ ー ビ ス

開

始

・ 区 分変 更（要支援Ⅰ ⇔ 要支援Ⅱ ）

・ 区 分変 更（事 業対象者→ 要支援）

変 更日

・ 区 分変 更（要介 護→ 要支援）

・ サ ー ビ ス事 業所の 変 更（同 一サ ー ビ ス種類の み ）

・ 事 業開始 （指定 有効 期間開始 ）

・ 事 業所指定 効 力 停 止の 解除

契 約日

・ 利 用者と の 契 約開始 契 約日

・ 介 護予 防訪問（通所）介 護相当サ ー ビ スの 契 約

解除

契 約解除日の 翌日

・ 介 護予 防特定 施設入 居者生活介 護又は 介 護予 防

認知症対応型共同 生活介 護の 退去

退去 日の 翌日

・ 介 護予 防小規模多 機能型居宅介 護の 契 約解除 契 約解除日の 翌日

・ 介 護予 防短期入 所者生活介 護又は 介 護予 防短期

入 所療養介 護の 退所

退所日の 翌日

・ 公 費適用の 有効 期間開始 開始 日

・ 生保 単 独か ら 生保 併 用へ の 変 更

（65 歳に な っ て 被保 険者資格を 取 得し た 場 合 ）

資格取 得日

終

了

・ 区 分変 更（要支援Ⅰ ⇔ 要支援Ⅱ ）

・ 区 分変 更（事 業対象者→ 要支援）

変 更日

・ 区 分変 更（事 業対象者→ 要介 護）

・ 区 分変 更（要介 護→ 要支援）

・ サ ー ビ ス事 業所の 変 更（同 一サ ー ビ ス種類の み ）

・ 事 業廃止（指定 有効 期間満了 ）

・ 事 業所指定 効 力 停 止の 開始

契 約日

（廃止・ 満了 日）

（開始 日）

・ 利 用者と の 契 約解除 契 約解除日

・ 介 護予 防訪問（通所）介 護相当サ ー ビ スの 契 約

開始

サ ー ビ ス提供 日の 前

日

・ 介 護予 防特定 施設入 居者生活介 護又は 介 護予 防

認知症対応型共同 生活介 護の 入 居

入 居日の 前 日

・ 介 護予 防小規模多 機能型居宅介 護の 利 用者の 登

録開始

サ ー ビ ス提供 日（通

い 、 訪問又は 宿泊）の

前 日

・ 介 護予 防短期入 所者生活介 護又は 介 護予 防短期

入 所療養介 護の 入 所

入 所日の 前 日

・ 公 費適用の 有効 期間終了 終了 日

※ 終了 の 起算日は 、 引き 続き 月途中か ら の 開始 事 由が あ る 場 合 に つ い て は そ の 前 日と な る 。
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○ 他 市の 事 業所と 被保 険者の 利 用に つ い て

サ ー ビ ス利 用者の 保 険者ご と に 総合 事 業の ルー ルが 異な り ま す 。

市内 の 被保 険者 市外 の 被保 険者

市内 の 事 業所 横須賀市の ルー ル（1 回あ た り の 回数制 ） 他 市の ルー ル（自治体 ご と に 異な る ）

市外 の 事 業所 横須賀市の ルー ル（1 回あ た り の 回数制 ） 他 市の ルー ル（自治体 ご と に 異な る ）

※ 近隣市で は 逗子市と 葉山町が 1 回あ た り の 回数制 を 導入 し て い ま す 。

※ 住 所地特例 者は 保 険者で は な く 所在地の ルー ルが 適用さ れ ま す の で ご 注意く だ さ い 。

○ キ ャン セル料に つ い て

月額包 括報 酬（定 額制 ）で は 、「 キ ャン セルが あ っ た 場 合 も 介 護報 酬上は 定 額ど お り の 算定 が な さ

れ て い る こ と を 踏ま え る と 、 キ ャン セル料の 設定 は 想定 し が た い 」 と さ れ て い ま し た が 、 １回あ た り

単 位 変 更後は 、 キ ャン セル料の 内 容を 重要事 項説明書（又は 契 約書）に 定 め 、 利 用者又は そ の 家族に

説明し 、 利 用者の 同 意（署名 又は 記名 ・ 押印 ）を 得る こ と で 、 キ ャン セル料を 徴収 す る こ と も 可 能で

す 。 た だ し 、 キ ャン セルし た 回数を 差し 引い て も な お 月の 上限額（月額包 括報 酬）に 至る と き に は 、

こ れ ま で 同 様、 キ ャン セル料を 徴収 す る こ と は で き ま せ ん の で ご 注意く だ さ い 。

【 ポイ ン ト】

・ 月額包 括報 酬（定 額制 ）と サ ー ビ スの 基 本取 扱方針に 変 更は あ り ま せ ん 。 サ ー ビ ス提供 は 、 利

用者の 介 護予 防に 資す る よ う 、 そ の 目的を 設定 し 、 計画的に 行わ れ な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 、

利 用者が で き る 限り 要支援状態と な ら な い で 自立し た 日常生活を 営む こ と が で き る よ う 支援す

る こ と を 常に 意識し て サ ー ビ ス提供 す る よ う 努 め て く だ さ い 。

・ サ ー ビ ス提供 票に つ い て 、 包 括単 位 に よ る 請求の 予 定 が キ ャン セル等で 提供 回数が 減り 、 回数

制 に よ る 請求と な っ た 場 合 、 そ の 都度サ ー ビ ス提供 票を 地域包 括支援セン ター 等に 差し 替え て

も ら う 必要は あ り ま せ ん 。

○ 加 算・ 減算の 扱い

加 算・ 減算ご と に 算定 単 位 が 「 １回に つ き 」 な の か 、「 １月に つ き 」 な の か は 異な り ま す 。

集合 住 宅に 居住 す る 利 用者に 対す る 減算 所定 単 位 数× 90／100 １月に つ き

初 回加 算 200 単 位

１月に つ き
生活機能向 上連携加 算 100 単 位

（１）生活機能向 上連携加 算（Ⅰ ） 100 単 位

（２）生活機能向 上連携加 算（Ⅱ ） 200 単 位

介 護職員 処遇改善加 算

１月に つ き

（１）介 護職員 処遇改善加 算（Ⅰ ） ＋所定 単 位 × 137／1000

（２）介 護職員 処遇改善加 算（Ⅱ ） ＋所定 単 位 × 100／1000

（３）介 護職員 処遇改善加 算（Ⅲ ） ＋所定 単 位 × 55／1000

（４）介 護職員 処遇改善加 算（Ⅳ ） ＋（３）の 90／100

（５）介 護職員 処遇改善加 算（Ⅴ ） ＋（３）の 80／100
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介 護職員 等特定 処遇改善加 算

（１）介 護職員 特定 処遇改善加 算（Ⅰ ） ＋所定 単 位 × 63／1000

（２）介 護職員 特定 処遇改善加 算（Ⅱ ） ＋所定 単 位 × 42／1000

【 １回あ た り の 回数制 に 関す る Ｑ＆Ａ】

Ｑ： 回数制 の 導入 に よ り 、 利 用者の 希望だ け で 利 用回数を 決め て よ い の か 。

Ａ： 利 用者の 心身の 状況や そ の 置か れ て い る 環境 、 希望等を 勘 案し 、 自立の た め の 最適な プ ラ ン

を ケ ア プ ラ ン 作 成者が 立て て 回数を 設定 す る こ と に な り ま す の で 、 定 額制 採用時と 同 様、 利 用

者の 希望の み で 回数を 決め る こ と に は な り ま せ ん 。

Ｑ： 同 一の サ ー ビ スを ２カ 所以 上の 事 業所で 提供 す る こ と は 可 能か 。

Ａ： 定 額制 採用時と 同 様、 同 時に ２カ 所以 上の 事 業所で サ ー ビ ス提供 す る こ と は で き ま せ ん （訪

問型サ ー ビ ス及 び 通所型サ ー ビ スを そ れ ぞ れ １カ 所ず つ 利 用す る こ と は 可 能で す ）。 介 護予 防

訪問介 護相当サ ー ビ スは 、 自立に 向 け た 介 護予 防ケ ア マネジ メン トで 設定 さ れ た 利 用者の 目

標達成を 図る 観点か ら 、 一つ の 事 業所に お い て 、 １月を 通じ 、 利 用回数、 提供 時間、 内 容な ど 、

個 々 の 利 用者の 状態や 希望に 応じ た サ ー ビ スを 提供 す る こ と を 想定 し て い る た め で す 。

Ｑ： 受 け 入 れ 人 数の 制 限を す る の は 可 能か 。

Ａ： 正当な 事 由な く 、 要支援者・ 事 業対象者で あ る と い う こ と を も っ て 受 け 入 れ を 拒否 す る こ と

は 認め ら れ て い ま せ ん 。

Ｑ： 所在地が 市外 の 事 業所で も 、 横須賀市の 被保 険者（住 所地特例 者を 除く ）が 利 用し た 場 合 は 、

１回あ た り の 料金に な る の か 。

Ａ： １回あ た り の 料金に な り ま す 。

Ｑ： 住 所地特例 者（横須賀市の 被保 険者で 、 市外 の 対象施設に 入 所）の 算定 方法は ど う な る の か 。

Ａ： 住 所地特例 者の 場 合 、 所在地の ルー ルに よ り 算定 さ れ る こ と に な る の で 、 横須賀市の 算定 方

法の 影響は 受 け ま せ ん 。

Ｑ： 週１回の 訪問型相当サ ー ビ スの 利 用回数が 月５回あ る と き 、 サ ー ビ ス提供 事 業所は 月４回ま

で と 断っ て よ い か 。

Ａ： 断る こ と は で き ま せ ん 。



14

（２）訪問介 護員 の 資格

（３）１対１の 介 護

（４）居宅で の サ ー ビ ス提供

（５）利 用者在宅時に お け る 提供

（６）実際に サ ー ビ スが 提供 さ れ て い る こ と

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（７）他のサービスとの関係

利 用者が 次の サ ー ビ スを 受 け て い る 間は 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ ス費の 算定 は で き ま せ ん 。

介 護予 防短期入 所生活介 護、 介 護予 防短期入 所療養介 護、 介 護予 防特定 施設入 居者生活介 護、 介 護

予 防小規模多 機能型居宅介 護、 介 護予 防認知症対応型共同 生活介 護

（同 一時間帯に 複数種類の 訪問サ ー ビ スを 利 用し た 場 合 の 取 り 扱い ）

利 用者は 同 一時間帯に ひ と つ の 訪問サ ー ビ スを 利 用す る こ と を 原 則 と し ま す 。

（施設入 所日、 退所日等に お け る 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ ス費の 算定 に つ い て ）

施設入 所前 、 施設退所後に 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スを 提供 す る 必要が あ れ ば 、 算定 可 能で す 。

（６）集合住宅に居住する利用者に対する減算

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（７）初回加算 200 単位

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（８）生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算（Ⅰ）100 単位／月

生活機能向上連携加算（Ⅱ）200 単位／月

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（９）介護職員処遇改善加算

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（10）介 護職員 等特定 処遇改善加 算

考え 方は 「 訪問介 護」 と 同 様と な り ま す 。
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【アセスメント・介護予防訪問介護計画の作成・モニタリング】

【 ポイ ン ト】

① 介 護予 防訪問介 護計画に サ ー ビ ス提供 期間を 設定 す る 。

② 指定 第 1 号訪問事 業者が 介 護予 防支援事 業者に サ ー ビ ス提供 状況等を 月に １度報 告 し な く て は な

ら な い 。

③ 提供 期間内 に 少な く と も １回モニタリン グ を 行わ な く て は な ら な い 。

そ の 結果を 介 護予 防支援事 業者に 報 告 し な く て は な ら な い 。

利 用者状況の 把握

課題（ニー ズ）の
特定

介 護予 防訪問介 護
計画の 作 成

利 用者へ の 介 護予
防訪問介 護計画原
案の 説明、 同 意

介 護予 防訪問介 護
計画の 交 付

介 護予 防訪問介 護
計画の 評価 ・ 見直

し

利 用者の 心身の 状況、 日常生活全 般の 状況等の 把握（ア

セスメン ト）を 行う

＜利 用者の 希望の 把握、 利 用者の 可 能性の 発見、 隠れ た ニ

ー ズの 把握＞

ア セスメン トに 基 づ き 、 課題を 特定 す る

＜利 用者の 希望と 課題（ニー ズ）を 区 分す る ＞

利 用者の 希望が 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スで す べ

て 対応で き る と は 限り ま せ ん 。 ま た 、 利 用者の 希望が 自立

支援に な ら な い 場 合 も あ り ま す 。

＜盛り 込む べ き 事 項＞

① 計画書の 作 成者氏名 、 作 成年月日、 ② 利 用者名 、 要

介 護度、 ③ 担当す る 訪問介 護員 等の 名 前 、 ④ 解決す べ

き 課題、 ⑤ 援助目標（具 体 的に 記載）、 ⑥ サ ー ビ スの 区

分、 内 容（具 体 的に ！）、日程等、所要時間、 ⑦ 留意事 項、

⑧ 利 用者家族へ の 説明者名 、 説明・ 同 意・ 交 付 日、 同 意

者名 、 同 意に 関す る 署名 欄

計画を 作 成・ 変 更す る 場 合 、 原 案を 利 用者又は 家族に 説明

し 、 文書に よ り 利 用者の 同 意を 得る 。

サ ー ビ ス提供 時の 利 用者の 状況な ど 、 モニタリン グ 、 訪

問介 護員 か ら の 報 告 に 基 づ き 介 護予 防訪問介 護計画の 内

容を 評価 し 必要に 応じ 見直し を 図り ま す 。
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